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             健康福祉部長議案説明要旨 

 

今回提出いたしました議案のうち、健康福祉部関係につきまして、その概要を

説明申し上げます。 

健康福祉部関係の令和２年度当初予算案の総額は、一般会計 1,294億 3,991万

５千円、心身障害者扶養共済事業費特別会計４億 6,659 万３千円、地方独立行

政法人長野県立病院機構施設整備等資金貸付金特別会計 51 億 2,050 万７千円、

国民健康保険特別会計 1,815億 9,764万９千円であります。 

 

健康福祉部では、これまで長野県総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン

2.0」の基本目標「確かな暮らしが営まれる美しい信州」の実現を目指し、「第２

期信州保健医療総合計画」をはじめとする健康福祉分野の各計画に基づき、保

健・医療・福祉施策を一体的に推進してまいりました。 

令和２年度は、３年目を迎える「しあわせ信州創造プラン 2.0」並びに「第２

期信州保健医療総合計画」をはじめとする健康福祉部の各分野の計画に基づき、

これまで取り組んできた施策を土台としながらも、「学びと自治の力」をキー

ワードに、社会情勢の変化を捉えた新たな施策を積極的に進めてまいります。 

以下、令和２年度の主な施策につきまして、「しあわせ信州創造プラン 2.0」

の総合的に展開する重点政策に沿って、順次、説明申し上げます。 

 

【いのちを守り育む県づくり】 

「しあわせ信州創造プラン 2.0」におきましては、「いのちを守り育む県づく

り」を政策推進の基本方針の一つに据えており、健康福祉部関係では、ライフス

テージに応じた健康づくりの支援、医療・介護提供体制の充実、生命・生活リス

クの軽減が、施策を展開する上での大きな柱となっています。 

 

令和２年２月県議会

定 例 会 に お け る 
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（ライフステージに応じた健康づくりの支援） 

県民の健康づくりにつきましては、市町村や協会けんぽ等保険者、経済団体、

包括連携協定を締結した企業などと連携した取組を進めてまいります。 

市町村との連携については、国民健康保険等のデータベースから、住民の健康

課題を分かりやすく分析して「見える化」し、市町村の保健事業を支援するとと

もに、生活習慣病に関連した事例を抽出し、効果的な健康指導の時期と方法等に

ついて、市町村とともに分析、検討を行ってまいります。 

その他の連携した取組については、パブリシティーのある方からの発信や、包

括連携協定企業等とともに健康経営の普及や特定健診受診率向上の取組を進め

てまいります。 

また、運動習慣の定着を目指し、保険者や経済団体等と協働して、スマート

フォンアプリを活用した働き盛り世代対象の事業所対抗ウォーキングを引き続

き実施します。外食・中食で健康に配慮した食事ができる環境の整備としては、

「信州食育発信３つの星レストラン」、「健康づくり応援弁当（信州ＡＣＥ弁当）」、

「社員食堂健康づくり応援メニュー（ＡＣＥメニュー）」により健康に配慮した

メニューの提供拡大に引き続き取り組んでまいります。地域における食生活改

善に向けた発信の強化として、大学生フードサポーターや健康ボランティアに

よる活動を支援してまいります。 

 

後期高齢者の増加が見込まれる中、加齢とともに筋力や認知機能等が低下し、

生活機能障害・要介護状態などの危険性が高い状態となる、いわゆるフレイルの

予防は、県民の健康づくりを進める上では重要なものです。 

県では、フレイル予防をさらに進めるために、健康ボランティアが地域住民に

対してフレイル予防活動を行えるよう研修会を開催するとともに、市町村のフ

レイル対策についての教室開催等や、モデル市町村における介護予防のための

フレイルサポーターの養成などを支援してまいります。こうした取組により、市
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町村における保健事業と介護予防事業を一体的に進めるための体制づくりを進

めてまいります。 

 

（医療・介護提供体制の充実） 

医療・介護提供体制の充実等につきましては、団塊の世代が後期高齢者となる

2025 年に向けて、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制及び地域包括

ケア体制を構築することが課題となっております。 

このうち、医療分野については、医療需要の変化に対応し、持続可能な医療提

供体制とするため、医療機関の適切な役割分担や連携を進めるなど地域医療構

想の推進が必要です。 

国は、昨年９月、将来に向けた担うべき役割や病床数の具体的対応方針の再検

証を要請する公立・公的医療機関を公表しました。 

地域医療構想を推進していくためには、各二次医療圏の医療ニーズ等の実情

を踏まえ、再検証を要請された公立・公的医療機関を含め、それぞれの医療機関

で自医療機関の役割や他医療機関との連携などについて検討を進め、圏域全体

で取り組んでいくことが必要です。 

県では、今後、各圏域の地域医療構想調整会議などの検討の場において、医療

機能の役割分担や連携の検討に必要な客観的データを医療機関に提示し、課題

の共有を図りながら地域医療構想を推進してまいります。 

また、来年度から、医療機関における大規模な再編・統合に伴う施設整備や解

体に対する支援を開始するなど、地域医療介護総合確保基金等を活用し、必要な

財政的支援を行ってまいります。 

 

医師不足とその解消をめぐる状況については、国が示した医師偏在指標によ

ると、本県は「医師少数県」に、上小、木曽など５つの二次医療圏においては医

師少数区域に位置付けられております。医師の確保と偏在解消が急務である中、
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現在、今年度末を目途に、医師の確保の方針や、目標とする医師数とその達成の

ための施策を定めた医師確保計画の策定を、地域や現場の声を伺いながら進め

ているところです。 

今後は、策定した医師確保計画を基に、必要な施策を進めていくことになりま

すが、引き続き信州医師確保総合支援センターを中心とした研修医・医学生への

キャリア形成支援や産科医を増やす取組を継続するとともに、来年度、医学生修

学資金等貸与事業における地域枠医学生全員への貸付義務化による事業拡充や、

地域の拠点病院から医師不足が深刻な小規模病院等への診療支援を促進する地

域医療人材拠点病院支援事業における準拠点病院の新設などにより、医師の確

保と偏在解消などの取組を充実させてまいります。 

 

看護職員確保の取組については、将来の看護職員の需要の増加に対応するた

め、県内看護師養成所の運営に対する支援を強化するとともに、再就業に向けた

研修や求人求職のマッチング、就労相談会等を引き続き実施します。また、在宅

医療のニーズの多様化に対応するため、特定行為を行える看護師の養成に係る

費用の支援について、対象施設を拡大して実施してまいります。 

 

介護提供体制の充実につきましては、医療、介護、生活支援サービス等が切れ

目なく提供され、高齢者が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けること

ができるよう、市町村と協力しながら地域包括ケア体制の構築を推進してまい

ります。 

中山間地域における介護サービスの確保については、平成 29年度から移動経

費や手当に対する支援を行った結果、事業者の新規参入が図られるなど、一定の

成果が見られたところです。来年度は、新たに介護サービス事業所のサービス提

供エリアを拡大するなど、地域の実情に応じた取組に対する支援を行ってまい

ります。 
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介護予防については、高齢者の体力低下の防止や地域とのつながりの維持を

図るため、「住民主体の通いの場」の拡充を進めてまいります。具体的には、市

町村に対して、通いの場を立ち上げるためのアドバイザー派遣や、効果的な介護

予防を実施するためのリハビリテーション専門職の派遣等を行い、多くの高齢

者に参加していただける環境の整備を支援してまいります。 

 

人材不足が懸念される介護職員の確保対策につきましては、求人求職のマッ

チングと資格取得とを組み合わせた支援等により入職促進を図ってまいります。 

また、介護の現場で働く職員の負担軽減、労働環境の改善を支援するため、こ

れまで介護ロボットの導入費用を支援してまいりましたが、新たに生産性の向

上に資するＩＣＴの導入費用についても支援してまいります。 

外国人介護人材の受入れについては、介護職員が不足している現状を踏まえ、

ＥＰＡ（経済連携協定）や技能実習制度で来日する外国人介護職員の日本語学習

等に要する経費の助成や、外国人介護職員等を受け入れた介護施設等に対する

住居借上げ費用等の助成により受入環境を整備してまいりました。来年度は、新

たに介護分野の留学生に対する奨学金等の支給支援や外国人技能実習生の訪日

前研修費用の支援を開始し、介護職員の確保策の充実を図ってまいります。 

 

認知症施策につきましては、高齢化の進展に伴い、2025年には 65歳以上の約

５人に１人が認知症高齢者となることが見込まれる中、昨年６月、国において

「認知症施策推進大綱」が策定され、「共生」と「予防」を車の両輪とした施策

を推進していく方針が示されました。 

県といたしましては、初期集中支援チームなど市町村の取組を支援するとと

もに、現在、７か所設置されている認知症疾患医療センターを、10 の二次医療

圏全てにおいて設置することを目指し、地域における総合的な支援体制の整備

を進めてまいります。 
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（生きることを包括的に支える自殺対策の強化） 

生きることの包括的支援としての自殺対策の強化につきましては、平成 30年

３月に「第３次長野県自殺対策推進計画」を策定し、市町村、関係機関、自殺対

策に関する協定を締結した日本財団等と連携して、自殺対策を推進しておりま

す。 

平成 30年の自殺者数は 313人で、近年減少傾向にありますが、未だに 300人

を超える方が自ら尊い命を絶っている深刻な状況が続いております。特に、未成

年者の自殺死亡率は全国の中でも高い水準にあり、その対策が喫緊の課題であ

ります。このことから、昨年３月、「長野県『子どもの自殺ゼロ』を目指す戦略」

を策定するとともに、昨年９月には、子どもの自殺対策に特化した協定を日本財

団と締結いたしました。 

この戦略と協定に基づき、精神科医、弁護士など多職種の専門家で構成する

「子どもの自殺危機対応チーム」を設置し、対応困難ケースへの危機介入を強化

したほか、教員が対応に困ったときに気軽に相談できるオンライン相談窓口を

設置いたしました。 

今後も、計画や戦略に基づく取組を着実に展開することによって、「誰も自殺

に追い込まれることのない信州」、「子どもの自殺ゼロ」を目指して取り組んでま

いります。 

 

（食品・医薬品等の安全確保） 

食品の安全確保につきましては、飲食に起因する健康被害の発生を未然に防

止するため、食品関係施設への監視指導等を実施するとともに、食品衛生法の一

部改正により令和３年６月から食品等事業者に義務付けられる、HACCP（ハサッ

プ）に沿った衛生管理の導入を支援します。 

これにより県内で製造・加工される食品の安全性をより高め、県民の食生活の

更なる向上を図ってまいります。 
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医薬品等の安全性の確保につきましては、薬局や医薬品等の販売業者等への

監視指導を実施するとともに、医薬品製造業者等が適切な製造管理・品質管理の

もとに医薬品等の製造を行っているかを確認する調査を実施します。 

また、ジェネリック医薬品の品質検査を行うなど、安全な医薬品の流通の確保

や適正使用を図るとともに、薬局の健康サポート機能の充実に向け、薬局薬剤師

に対する研修や、かかりつけ機能強化のための地域の実情に添った多職種連携

推進のモデル事業を実施します。 

 

（県土の強靭化） 

昨年 10 月、台風第 19 号災害により、千曲川流域を中心として県下各地で浸

水等甚大な被害が発生しました。こうした中、災害時において住民同士が支え合

い、高齢者、障がい者等の地域で暮らす災害時要援護者を安全に避難させること

ができる地域づくりを進めていくことの重要性が改めて認識されたところです。 

県では、住民同士の支え合いによる安全な地域づくりを促進するため、「災害

時住民支え合いマップ」づくりの支援に集中して取り組んでいるところですが、

台風第 19号災害を踏まえ、災害時住民支え合いマップづくりをさらに加速する

ため、作成支援の強化や、具体的な活用事例の効果的な情報発信を行うとともに、

災害時住民支え合いマップを活用した避難訓練演習を開催し、マップの実効性

を高める取組を行ってまいります。 

台風第 19号災害に際しては、被災地におけるボランティア団体の活動が、被

災者の生活の早期復旧・自立につながりました。このことから、県では、災害発

生後の被災者支援を充実させるため、来年度から、県内外で大規模災害が発生し

た際に、被災地での復旧活動に取り組むボランティア団体の活動経費に対する

支援制度を新たに設けます。 
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【誰にでも居場所と出番がある県づくり】 

 健康福祉部では、「誰にでも居場所と出番がある県づくり」を、施策を展開す

る上で、大きな柱としております。 

その中では、多様性を尊重する共生社会づくりとして、障がい者が暮らしやす

い地域づくりや社会的援護の促進が掲げられ、また、人生二毛作社会の実現など

に取り組んでいるところです。 

 

（障がい者が暮らしやすい地域づくり） 

障がい者が暮らしやすい地域づくりを推進するためには、障がいの有無に関

わらず、誰もがお互いに人格と個性を尊重し支え合い、地域で安心して暮らして

いける社会を創ることが必要です。 

現在、障害者差別解消法の施行から３年が経過したことを踏まえ、障がいのあ

る人もない人も共に安心して暮らせる社会の実現のため、「障がい者共生社会づ

くり条例（仮称）」の制定に向け、検討を進めているところです。これまで、社

会福祉審議会障がい者権利擁護専門分科会において、条例に盛り込む事項等に

ついて検討を重ねており、今年度中に、県に対して答申がなされる見込みです。 

県といたしましては、答申をいただいた後、その内容を尊重しながら条例案の

制定を進めるとともに、条例案に対する県民からの意見募集や事業者等への説

明を十分に行いながら、丁寧に制定作業を進めてまいります。 

また、障がいのある方が暮らしやすい社会の実現を図る「信州あいサポート運

動」については、「あいサポーター」の養成による支え手を増やす取組や、外見

では分かりづらい、援助や配慮を必要としている方が身に着けることで、周囲の

方に配慮を必要としていることを知らせる表示である、ヘルプマークの普及を

図る取組を進めてまいります。こうした取組により、障がいの有無に関わらず、

誰もがお互いに理解し合える、共生社会の実現に向けた環境づくりを進めてま

いります。 
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医療技術の進歩により人工呼吸器を装着している障がい児や日常生活を営む

ために医療が必要な状態にある障がい児、いわゆる医療的ケア児等の在宅への

移行が進んでおり、医療的ケアを必要とする児童が地域で安心して生活できる

体制を構築することが課題となっています。 

県では、平成 30年度から県下全圏域で支援の連携体制の構築に向けた推進会

議を設置し、関係機関の連携・協働に向けた体制作りを進めてきました。今年度

は、医療的ケア児等の状態や必要としている障害福祉サービス等を把握する調

査を行ったところです。来年度は、この調査結果を踏まえ、次のステップとして、

スーパーバイザーを職員として任用し、各圏域への巡回訪問を行い、圏域におけ

る連携体制作りなどについて助言、支援を行ってまいります。 

 

（社会的援護の促進） 

 社会的援護の促進につきましては、生活困窮世帯の自立を促すため、19 市と

協力し、生活就労支援センター「まいさぽ」において、様々な困難を抱えた方か

らの相談に応じ、相談者に寄り添いながら、社会参加や就労に向けた支援に取り

組んでまいりました。 

就職氷河期世代をはじめとした社会参加に向けて、より丁寧な支援を必要と

する方々を相談支援に結びつけるため、県下４地区の「まいさぽ」に伴走コー

ディネーターを配置し、支援を行う機関への橋渡しを行うとともに、必要に応じ

て支援者に同行し訪問支援を行うなど、相談支援の機能強化に取り組みます。 

また、平成 29年度から、不登校等で学習の機会が少ない生活困窮家庭の子ど

もに対して、個別訪問による学習支援を行うモデル事業に取り組み、成果を得て

まいりました。来年度は、これまで蓄積してきたノウハウを活かし、学習・生活

支援事業の実施箇所を 10 地域から 18 地域にまで拡大し、生活困窮世帯の自立

支援に取り組んでまいります。 
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（人生二毛作社会の実現） 

シニア世代が長年培った知識や経験を社会活動や仕事に活かし、生きがいを

持って活躍できる「人生二毛作社会」づくりの推進は、「しあわせ信州創造プラ

ン 2.0」の柱である「学び」と「自治」を実践するものであり、また、シニアの

健康と活躍の好循環の形成にもつながる取組です。 

現在、長野県長寿社会開発センターにおいて、県下 10圏域でのシニア大学の

開催による地域と関わる人材の育成や、11 名のシニア活動推進コーディネー

ターの活動による企業や農家への就労、子どもや高齢者の居場所づくり等様々

な分野でシニアの社会参加に取り組んでおります。特に、今年度は、シニア大学

専門コースにおいて、地域課題の解決に向けてプロデューサーの役割を担う人

材の育成を強化するため、シニア大学社会活動推進員を増員し、シニアの社会参

加を支援する体制を強化しているところです。 

今後も引き続き、関係機関と連携して、シニア世代が生きがいを持って活躍で

きるよう、人生二毛作社会づくりを進めてまいります。 

 

【人をひきつける快適な県づくり】 

健康福祉部では、「しあわせ信州創造プラン 2.0」の施策推進の基本方針「人

をひきつける快適な県づくり」により、障がい者の文化芸術・スポーツ振興の取

組を進めております。 

 

このうち、障がい者の文化芸術活動については、来年度、障がい者の文化芸術

の作品展として平成 28年度から実施している「ザワメキアート展」の一部を東

京 2020NIPPON フェスティバル共催文化プログラムに位置付けて開催するなど、

東京 2020大会とも連携して取り組むことにより、文化芸術を通して障がい者に

対する理解や障がい者の社会参加の促進を図ってまいります。 
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障がい者のスポーツ振興については、2027 年の全国障害者スポーツ大会の本

県開催に向けた様々な取組を行ってまいります。 

具体的には、次世代を担う若い選手を発掘・育成するため、県教育委員会と連

携し、特別支援学校や普通学校に通う障がいがある生徒たちに障がい者スポー

ツを体験してもらう機会を提供するほか、不足する車いすバスケットボール等

の競技用具の整備を行ってまいります。 

また、県民に障がい者スポーツを認知してもらい、多くの人たちの参加を得て

いくために、パラリンピックの正式競技であるボッチャ大会の開催により、誰で

も参加し、交流できる場を提供してまいります。さらに、障がい者スポーツは楽

しく、誰とでも一緒にできるものというイメージを確立し、浸透させることによ

り、障がい者に対する県民の意識の変革に取り組んでまいります。 

このような新しい取組を進めていくことにより、2027 年の全国障害者スポー

ツ大会の開催に向けて準備をするとともに、全国に先駆けて障がい者の社会参

加と共生社会の実現を目指し、市町村や関係機関と一丸となって取り組んでま

いります。 

 

 以上、令和２年度の主な施策について申し上げました。 

 

 次に、債務負担行為の設定について申し上げます。 

令和２年度当初予算案に係る債務負担行為は、社会福祉総合センターの除却

に関して 12 億 8,855 万１千円を、がん先進医療費利子補給に関して 88 万６千

円を設定いたしました。 

 

続きまして、令和元年度一般会計補正予算案について申し上げます。 

補正予算案の総額は、５億 8,792万３千円であります。 

当初予算案と一体的に編成いたしました今回の補正予算案には、国の補正予
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算を活用し、令和元年台風第 19 号災害の社会福祉施設等災害復旧事業のほか、

今後の災害対策として、医療施設及び社会福祉施設における非常用自家発電設

備の整備を支援するための経費等を計上いたしました。 

 

条例案につきましては、新設条例案１件、一部改正条例案５件であります。 

このうち、長野県が設立する地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一

部免除に関する条例案は、地方独立行政法人法の一部改正により、役員等の当該

地方独立行政法人に対する損害賠償責任について、その責任の一部免除の基準

となる額を条例で定めることにより賠償責任額を限定して免責することが可能

となったことから当該基準となる額を定めるものです。 

長野県看護大学条例等の一部を改正する条例案は、大学等における修学の支

援に関する法律の制定に伴い、特に優れた者であって経済的理由により極めて

修学に困難がある学生の経済的負担を軽減する制度が創設されたため、長野県

看護大学条例等について、当該学生等に係る授業料及び入学金に関する減免規

定を設けるものです。 

長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例案は、介護支援専門員実務研修

受講試験手数料及び温泉ゆう出路の増掘許可手数料について、諸経費の増大に

伴い手数料の額を改定するほか所要の改正を行うものです。 

興行場法施行条例の一部を改正する条例案は、健康増進法の一部改正により、

映画館等について、原則屋内禁煙が義務付けられることから、許可基準となって

いた喫煙所の設置に係る規定を削除するものです。 

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例及び動物の愛護及び管理

に関する条例の一部を改正する条例案は、動物の愛護及び管理に関する法律の

一部改正に伴い、知事の権限として追加された事務について保健所設置市であ

る長野市に移譲するとともに、動物の飼養に関する立入検査を動物愛護管理員

が行う事務の対象として追加する改正を行うものです。 
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知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案

は、覚せい剤取締法の一部改正に伴い所要の改正を行うものです。 

 

事件案は、地方独立行政法人長野県立病院機構第３期中期計画の認可につい

て及び総合リハビリテーションセンターにおける超伝導磁気共鳴断層撮像シス

テムの購入についての２件であります。 

 

 このほか、交通事故に係る損害賠償の専決処分報告１件であります。 

 

以上、健康福祉部関係の議案について、その概要を説明申し上げました。何と

ぞよろしく御審議の程、お願い申し上げます。 


